
（１） －１ サービス内容説明書 

訪問介護・第１号訪問事業（訪問介護相当サービス） 

 

１.介護保険給付サービス 

 種類  内容 

 

 

身体介護 

排せつ介助 利用者の状況に応じた適切な排せつ介助 

入浴介助 利用者の身体状況に応じた入浴の介助・部分浴・清拭介

助 

食事介助 利用者の身体状況に応じた食事の介助・服薬介助・口腔ケ

ア 

移動・移乗介助 利用者の身体状況に応じた、室内外の移動・移乗際の介

助・通院、外出時の介助 

着替え・整容 利用者の状況に応じた着替え・整容の介助 

通院介助 通院時の付き添い等介助 

 

生活援助 

買い物 訪問時に品物（食材を含む）を確認、訪問時持参・薬の受

け取り等 

調理 朝、昼、夕食の準備、食後の片づけ等 

掃除・洗濯 居室の清掃、衣類の洗濯・片づけ等 

その他 相談 関係機関との連絡等、心配事等 

       ①このサービスの提供にあたっては、あなたの要介護状態の軽減若しくは悪化の防止、要介護状態

となることの予防になるよう、適切にサービスを提供します。 

       ②サービスの提供は、懇切丁寧に行い分かりやすいように説明します。ご不明な点がありましたら、

いつでも担当職員にお尋ねください。 

       ③サービスの提供に用いる設備、器具等については、安全・衛生に常に注意します。特に、利用者

の身体に接触する設備、器具については、サービスの提供ごとに消毒したものを用います。 

 

２.個別援助計画等の作成・変更 

（１） 事業所は利用者の日常生活の状況及び希望を踏まえて、居宅サービス計画・介護予防ケアプラン 

（以下「居宅サービス計画等」という。）に沿って、訪問介護・個別サービス（介護予防訪問介護相当

サービス」計画（以下「個別援助計画等」という。）を作成します。また担当の介護支援専門員及び地

域包括支援センター職員（以下「介護支援専門員等」という。）から個別援助計画等の提出の求めが

あった場合はそれに応じます。 

（２） 事業所は、個別援助計画等の作成及び変更にあたっては、その内容を利用者、利用者の家族等 

に説明し同意を得て、個別援助計画等を交付します。 

（３） 事業所は、利用者の要介護状態及び要支援状態（以下、「要介護状態」という。）の軽減若しくは悪 

化の防止に資するよう、個別援助計画等の目標を設定し、同計画に基づき各種サービスを提供し

ます。 

（４） 事業所は、利用者がサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合、前項を踏まえその変 

更が居宅サービス計画等の内容に沿ったものであるか、必要に応じて介護支援専門員等に相談し、

個別援助計画等の変更などを行います。 

 



 

３.利用料その他の費用の額 

（1） 事業所は、法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した場合の利用料の額は、介護保険に 

よる介護報酬の告示上の額とします。 

（2） 事業所は、法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した場合には、その利用者から利用料の一部と

して、サービスに係る費用基準額から事業所に支払われる介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを

受けます。 

（3） 提供を受ける訪問介護・介護予防訪問介護サービスが介護保険の適用を受けない場合は、利用者に全額を 

負担していただくことになります。その場合、個別援助計画等を作成する際、居宅介護支援専門員から説明を 

受け、利用者、利用者の家族等の同意を得て計画します。 

   （4） 事業所は、費用の支払いを受けた場合は、サービスの内容と費用の額その他の必要と認められた事項を記載

したサービス提供証明書を利用者に対して交付します。 

 

  ４.キャンセル料 

事業所はやむを得ない事由がない限りキャンセル料を請求することが出来ます。料金については下

記のとおりとします。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合               無  料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合             実費相当額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（重要事項説明書別添）                                         令和６年４月 1日 

 

（訪問介護・訪問介護相当サービス）    

１.介護保険給付の対象となるサービス料金 

（１） 基本利用料金（記載は 1割の負担額） 

※介護報酬に本人負担割合を乗じた額が負担額となります。 

身体介護中心の場合 単位数 利用者負担額 

20分未満 １６３単位 １６６円 

２０分以上３０分未満 ２４４単位 ２４９円 

３０分以上６０分未満 ３８７単位 ３９５円 

６０分以上９０分未満 ５６７単位 ５７９円 

９０分以上（３０分ごと） ８２単位 ８４円 

 

生活援助中心の場合 単位数 利用者負担額 

２０分以上４５分未満 １７９単位 １８３円 

４５分以上 ２２０単位 ２２５円 

 

通院等のための乗車又は降車中心の場合 ９７単位 ９９円 

 

身体介護に引き続き生活援助の場合 単位数 利用者負担額 

身体介護３０分未満生活援助２０分以上４５分未満 ３０９単位 ３１５円 

身体介護３０分未満生活援助４５分以上７０分未満 ３７４単位 ３８２円 

身体介護３０分以上６０分未満               

生活援助２０分以上４５分未満 

４５２単位 ４６１円 

 

 訪問介護相当サービス 

 週１回程度 １，２０１円 

 週２回程度 ２，３９８円 

 週３回程度（要支援１の方は利用できません。） ３，８０５円 

 

（２）加算又は減算される料金（記載は１割負担額） 

夜間若しくは早朝の場合 夜間  午後６時～午後１０時 

早朝  午前６時～午前８時 

上記金額に２５％加算 

深夜の場合 午後１０時～午前６時 上記金額に５０％加算 

初回加算 新規の訪問介護計画作成利用者に対して、初回

月内にサービス提供責任者自ら訪問介護を行う場

合又は他の訪問介護員等の訪問介護に同行訪問

した場合 

２００単位/月 

２人の訪問介護員等による 利用者又はその家族等の同意を得ている場合で 所定単位数の 



場合 あって、同時に２人の訪問介護員等が 1 人の利用

者に訪問介護を行った場合 

２００％ 

緊急時訪問介護加算 利用者やその家族等からの要請で、サービス提供

責任者が居宅介護支援専門員と連携して、居宅

介護支援専門員が必要と認めたときに、サービス

提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サ

ービス計画にない訪問介護（身体介護中心に限

る）の要請を受けて２４時間以内に行った場合 

１００単位/回 

生活機能向上連携加算Ⅰ 外部の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又

は医師からの助言を受けることが出来る体制を構

築し、助言を受けた上で、サービス提供責任者が

生活機能の向上を目的とした個別援助計画等を

作成（変更）すること 

１００単位/月 

生活機能向上連携加算Ⅱ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問に加

えて、医療提供施設の理学療法士・作業療法士・

言語聴覚士・医師が訪問して行う場合 

２００単位/月 

認知症専門ケア加算Ⅰ ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が

利用者の５０％以上。 

・認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高

齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が、２０人未満

の場合は１以上、２０人以上の場合は１に、当該対

象者の数が１９を超えて１０又は端数を増すごとに

１を加えて得た数以上配置。 

・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に

対して、専門的な認知症ケアを実施した場合。 

・当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関

する留意事項の伝達または技術的指導に係る会

議を定期的に開催。 

３単位/回 

認知症専門ケア加算Ⅱ ・認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高

齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が、２０人未満

の場合は１以上、２０人以上の場合は１に、当該対

象者の数が１９を超えて１０又は端数を増すごとに

１を加えて得た数以上配置。 

・当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関

する留意事項の伝達または技術的指導に係る会

議を定期的に開催。 

・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が

利用者の１００分の２０以上。 

・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に

対して、専門的な認知症ケアを実施した場合。 

・認知症介護指導者研修終了者を１名以上配置

し、事業所全体の認知症ケアの指導を実施。 

４単位/回 



・介護員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作

成し、研修を実施または実施を予定。 

口腔連携強化加算 ・訪問介護員が利用者の口腔の健康状態に係る

評価を行うことに当たって、歯科診療報酬点数表

の区分番号 C ００００に掲げる歯科訪問診療料の

算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師また

は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に相談で

きる体制を確保し、その旨を文章等で取り決めて

いること。 

５０単位/月 

特定事業所加算Ⅰ １） 訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作

成された研修計画に基づ研修の実施 

２） 利用者に関する情報又はサービス提供に当

たっての留意事項の伝達を目的とした会議の

定期的な開催 

３） 利用者情報の文章等による伝達、訪問介護

員からの報告 

４） 健康診断の定期的な実施 

５） 緊急時等における対応方法の明示 

６） 病院、診療所又は訪問看護ステーションの看

護師との連携により、２４時間連絡できる体制

を確保しており、かつ、必要に応じて訪問介護

を行うことができる体制の整備、看取り期にお

ける対応方針の策定、看取りに関する職員研

修の実施等 

７） 通常の業務の実施地域であって中山間地域

等に居住する者に対して、継続的にサービス

を提供していること 

８） 利用者の身心の状況またはその家族等を取

り巻く環境の変化に応じて、訪問介護事業所

のサービス提供責任者等が起点となり随時介

護支援専門員、医療関係職等と共同し、訪問

介護計画の見直しを行っていること 

９） 訪問介護員等のうち介護福祉士の占める割

合が３０％以上、または介護福祉士、実務者

研修等修了者、並びに介護職員基礎研修課

程修了者の占める割合が５０％以上であるこ

と 

１０） 全てのサービス提供責任者が３年以上の実

務経験を有する介護福祉士、又は５年以上の実務

経験を有する実務者研修修了者・介護職員基礎

研修課程修了者・１級課程修了者であること 

１１）サービス提供責任者を常勤により配置し、か

所定単位数に 

２０％加算 



つ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任

者を１人以上配置していること 

１２）訪問介護員等の総数のうち、勤続年数７年以

上の者の占める割合が１００分の３０以上であるこ

と 

１３）利用者のうち、要介護４、５である者、日常生

活自立度（Ⅲ、Ⅳ、M ）である者、たんの吸引等を

必要とする者の占める割合が２０％以上であるこ

と 

１４）看取り期の利用者への対応実績が１人以上

であること（併せて体制要件（6）の要件を満たすこ

と） 

（７）（８）（１１）（１２）以外すべてに適合すること 

特定事業所加算Ⅱ １）～５）すべて、かつ９）または１０）に適合 所定単位数に 

１０％加算 

特定事業所加算Ⅲ １）～６）すべて、かつ１１）または１２）かつ１３）１

４）に適合 

所定単位数に 

１０％加算 

特定事業所加算Ⅳ １）～５）すべて、かつ１１）または１２）に適合 

 

所定単位数に 

３％加算 

特定事業所加算Ⅴ １）～５）、７）８）すべてに適合 所定単位数に 

３％加算 

介護職員処遇改善加算Ⅰ  

厚生労働大臣が定める基準に適合して、介護職

員の賃金の改善等を行っている場合 

１３．７％ 

介護職員処遇改善加算Ⅱ １０．０％ 

介護職員処遇改善加算Ⅲ ５．５％ 

介護職員処遇改善加算Ⅳ Ⅲの９０％ 

介護職員処遇改善加算Ⅴ Ⅲの８０％ 

介護職員等特定処遇改善

加算（Ⅰ） 

６．３％ 

介護職員等特定処遇改善

加算（Ⅱ） 

４．２％ 

介護職員等ベースアップ等

支援加算 

処遇改善加算（Ⅰ）〜（Ⅲ）のいずれかを取得して

いること 

２．４％ 

交通費（サービス実施地域

以外の訪問時） 

片道３キロ未満 

片道３キロ以上 

３００円/回 

５００円/回 

同一建物等居住者にサー

ビス提供する場合の報酬 

利用者が同一敷地内又は隣接する敷地内に所在

する建物に居住する場合または利用者が上記以

外の範囲に所在する建物に居住する場合（１月あ

たり２０人以上の場合） 

１０％減算 

同一建物等居住者にサー

ビス提供する場合の報酬 

上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の

人数が１月あたり５０人以上の場合 

１５％減算 

※『介護保険給付の対象となるサービス料金』には、１割の負担額が記載されています。 

※負担割合は、『介護保険負担割合証』若しくは『介護保険被保険者証』に記載のとおりです。 



 

 

 (1)-① 重要事項説明書（訪問介護・訪問介護相当サービス） 

１.事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 慈恵会 

事業者の所在地 美濃加茂市下米田町東栃井８１番地２ 

法人種別 社会福祉法人 

代表者名 山田 實紘 

電話番号 ０５７４－２５－０６０９ 

 

２.事業所 

事業所の名称  さわやかナーシングビラホームヘルプサービス 

指定番号 岐阜県第２１７１２００１５３号 

事業所の所在地 美濃加茂市下米田町東栃井８１番地２ 

電話番号 ０５７４－２５－９７９０ 

ＦＡＸ番号 ０５７４－２７－４８３３ 

通常の実施地域 

美濃加茂市、可児市（今渡・土田・川合・広見・上恵土・中恵

土・下恵土地区）、八百津町（和知・野上・上牧野・上飯田地

区）、川辺町（下川辺・中川辺・西栃井・福島・比久見・下飯田

石神・上川辺・下吉田地区） 

 

３.施設の目的と運営方針 

目的 

事業所は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等

の介護その他日常生活上の世話などのサービスを提供します。 

運営方針 

利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神

的負担の軽減を図るとともに利用者の意思及び人格を尊重して、常に

利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。 

 

４.事業所の職員体制 

  (1) 管理者（介護福祉士）              １名（常勤） 

(2) サービス提供責任者（介護福祉士）   ２名（常勤） 

 (3) 訪問介護員                      １名以上(常勤換算２．５以上) 

 

５.営業時間 

営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし１２月２９日から１月３日を除く 

営業時間 午前８時から午後５時３０分まで 

 

 



 

６.身元引受人 

１．利用者が疾病などにより医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように協力

すること。 

２．利用料等の支払いが遅滞した場合、極度額２００万円の範囲内で連帯して支払うこと。 

 

７.金銭等の管理 

利用者個人が管理する金銭、貴金属等が紛失した場合は、責任を負いません。 

 

８.身体拘束・虐待の禁止 

１．事業所は、原則として身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ないません。ただし、利用者は

他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

行動を制限する場合は、社会福祉法人慈恵会 身体拘束廃止マニュアルに基づき、利用者、利用者の

家族等に十分な説明を行い同意を得るとともに、その態様及び期間、その際の利用者の心身の状況並

びにやむを得ない理由及び経過について記録します。 

２．事業所は、社会福祉法人慈恵会虐待防止マニュアルに基づき、従業者への教育を徹底するとともに、い

かなる場合においても利用者に対する虐待行為は行いません。 

 

９.秘密の保持 

   １．事業所及びその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者、利用者の家族等の秘密を漏らしま

せん。 

 ２．事業所は事業者の従業者が退職後、在職中に知り得た利用者、利用者の家族等の秘密を洩らす事が

ないよう必要な措置を講じます。 

  ３．事業所は、県及び市町村、他の居宅サービスの事業所その他の保健医療サービス及び福祉サービスを

提供する者に対して、利用者、利用者の家族等に関する情報提供の必要がある場合には、必要な情報

を提供します。 

 

１０.個人情報の管理 

   事業所は、社会福祉法人慈恵会 個人情報管理規程に基づき、利用者、利用者の家族等の個人情報を厳

正に取扱います。 

  

１１.相談・苦情等への対応 

 １．利用者、利用者の家族等は、事業者が提供するサービス等に相談や苦情がある場合、いつでも重事項説

明書に記載の苦情受付窓口に問い合わせ及び苦情を申し立てる事ができます。その場合、事業所 

は、社会福祉法人慈恵会 苦情対応マニュアルに基づき、すみやかに事実関係を調査するなど、迅速かつ

適切に対応し、サービスの改善及び向上に努めます。 

 ２．事業所は、利用者、利用者の家族等から相談及び苦情申し立てがなされたことをもって、利用者、利用者

の家族等に対して不利益、差別的な扱いをしません。 

 ３．事業所は、提供したサービスに関して、県及び市町村からの質問・照会・文書の提供の求めに応 

 じ、苦情に関する調査に協力します。なお、県及び市町村からの指導又は助言を得た場合は、それに従い

必要な改善を行います。 

 



１２.相談・苦情等への対応 

（１）事業所における相談及び苦情受付   

  窓口担当  ：指定訪問介護管理者 

  電 話    ：（０５７４）２５－９７９０ 

ファックス  ：（０５７４）２７-４８３３ 

 

（２）事業者相談及び苦情受付窓口  

事業所利用 

相談室 

窓口担当        慈恵会サービスセンター  管理者 

利用時間       月～金 午前９時～午後５時まで 

利用方法        電  話  （０５７４）２３－０３８０ 

                 ＦＡＸ   （０５７４）２８-４５１１ 

                ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.jikeikai-sawayaka.jp  

 

（３）利用者の権利を守る委員会 

利用者の権利を 

守る委員会 

利用時間       月～金 午前９時～午後５時まで 

利用方法        電 話  （０５７４）２５－０６０９ 

                 F A X  （０５７４）２８－４５１１ 

事業者の内部委員会として設置されるが、公平性、中立性の観点から事業者から独立した第三者機関とし

て、苦情相談を受け付けます。 

 

（４）行政機関その他相談・苦情受付窓口 

○ 美濃加茂市役所 高齢福祉課 

美濃加茂市太田町３４３１  （０５７４）２５－２１１１ 

○ 可児市市役所 高齢福祉課 

可児市広美 1丁目 1番地 （０５７４）６２－１１１１ 

○ 八百津町役場 福祉課 介護保険係 

     八百津町八百津３９０３－２ （０５７４）４３－２１１１ 

○ 川辺町役場 健康福祉課 

     川辺町中川辺 1518番地４ （０５７４）５３－２５１１ 

○ 国民健康保険団体連合会 

         岐阜市下奈良２丁目２番１号 （０５８）２７５－９８２５                                         

○ 岐阜県運営適正化委員会 

     岐阜市下奈良２丁目２番１号 （０５８）２７５－５１３６ 

 

 

 

 

 



１３.事故発生時の対応及び損害賠償 

１. 事業所は、利用者に対するサービスの提供にあたって、事故が発生した場合は、社会福祉法人慈恵会

リスクマネジメントマニュアルに基づき、利用者の家族等にすみやかに報告し、必要な措置を講じます。 

２. 事業所は、サービス提供にあたって故意又は過失により、利用者に与えた損害に対し責任を負いま

す。その損害賠償内容については、双方協議の上これを定めます。 

    ただし、利用者に故意又は過失が認められ、かつ利用者の置かれた心身の状況を勘案して相当と認め

られる場合には、損害賠償額を減ずることができるものとします。 

３. 事業所は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号

に該当する場合には、損害賠償責任を負いません。 

   ア 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、

又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合 

利用者イ 利用者が、サービスの提供のため必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれ

を告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合。 

ウ 利用者の急激な体調の変化等、事業所が提供したサービスを起因としない事由に専ら起因して損

害が発生した場合 

    エ 利用者が、事業所及び従業者の指示・依頼に反して行った行為に専ら起因して損害が発生した場

合 

４. 利用者の故意又は過失により、施設、職員などに生じた損害については、利用者又は身元引受人に 

その責任を負担して頂きます。その場合の賠償内容については双方協議の上でこれを定めます。 

 

 １４.サービス記録 

 １．事業所は、利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から社会福祉法人

慈恵会定款施行細則に定める期間において保存します。 

 ２．利用者、利用者の家族等は、事業所に対し、前項の記録の閲覧・複写を求めることができます。それ

に対し、事業所は社会福祉法人慈恵会 個人情報管理に基づき対応します。なお複写の場合、事業

所は自費相当額を請求者に請求することができます。 

 

１５.緊急時の対応 

     事業所は、利用者の急激な体調の変化又は怪我等により、緊急に診察、治療が必要となった場合、

社会福祉法人慈恵会リスクマネジメントマニュアルに基づき、利用者の主治医と連携し、すみやかに必

要な治療等が受けられるよう措置を講じ利用者の家族等へ連絡をします。 

 

１６.非常災害時の対応 

      事業所は非常災害時に備え、定期的に防災訓練を行います。 

 

１７.衛生管理等 

１. 事業所は、サービスに使用する備品・器具等の清潔保持に努め、定期的に消毒を実施するとともに、常

に衛生管理及び感染症発生時における事業継続計画に基づく対策を講じます。 

２. 事業所は、従業者の衛生管理及び感染症、その他の必要な知識及び技術の取得に努めます。 

 

 

 



 

１８.サービス利用の際にご留意いただきたいハラスメント行為 

１. 職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす行為） 

２. 職員に対する精神的な暴力（人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為） 

３. 職員に対するセクシャルハラスメント（意に沿わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な嫌が

らせ行為） 

 

１９.事業者からの契約の解除 

１. 事業者は、利用者、利用者の家族等が法令違反又はハラスメントと認められる行為など各種サービス

提供を阻害する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサー

ビス利用契約の目的を達することが困難になったときは、１ヶ月以上の予告期間をもってこの契約を解

除することができます。 

２. 事業者は、前項によりこの契約を解除する場合には、この各種サービス提供を調整した居宅介護支援

事業所や、利用者が住所を有する市町村と協議し、必要な措置を講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

本重要事項を証するため、利用者及び事業所は、本重要事項説明書を２通作成し、それぞれ１通ずつ保

有します。なお、重要事項説明書に記載の内容に変更がある場合、利用料金に関する変更のみであれば、

今後は利用料金表のみの書類をもって説明し同意を得る事とします。 

 

 

事業所は、利用者に対するサービスの提供及び個別支援計画等の作成にあたり、本書面に基づいて重要事項

を説明しました。 

説明者 訪問介護員                  

 

令和   年   月   日  

 

≪ 利用者 ≫  

 私は、本書面に基づいて、重要事項の内容について説明を受け、その内容を理解し同意します。 

 

住所                                        

 

氏名                      

 

 

≪ 身元引受人・後見人等 ≫ 

私は、重要事項について説明を受け、身元引受人の責任について理解しました。 

 

氏名                       

 

利用者との関係                

 

 

≪事業所≫  

 事業所は、利用者の申込みを受け、重要事項に定める義務を誠実に履行します。 

 

所 在 地   〒５０５-００１１ 

         岐阜県美濃加茂市下米田町東栃井８１番地２ 

名   称   さわやかナーシングビラ ホームヘルプサービス     


